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申請手続の種類
弊所手数基本手数料

（税抜き）
在留資格

永住許可申請 180,000円 事業所得者

永住許可申請 160,000円 給与所得者

永住許可申請 80,000円 ご家族一名追加ごとに

出入国在留管理庁手数料 8,000円 許可時に納付

基本手数料に含まれるサービス内容

・申請手続きに関するご相談
・申請書類一式作成
・申請理由書の作成
・入管審査官からの質問状・事実説明要求に対する対応・追加資料の提出
・出入国在留管理局への申請代行

備考

１）基本手数料に、別途、消費税がかかります。
 2)  必要書類の取得費用（印紙代など）は、実費をご請求させて頂きます。
 3）提出書類に翻訳が必要な場合、翻訳料が発生致します。
 4）案件の難易度により、追加料金が発生する場合がございます。
      追加料金が発生する場合には、事前にお知らせ致します。
 5）弊所手数料は、ご依頼時に半額を着手金として 、申請後に残額をご請求させて頂きます。
　　着手後、着手金につきましては、理由の如何を問わず返金はできません。ご了承ください。


